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庶民に増税、大企業には減税の復興財源計画に反対
社会保障財源口実の消費税増税反対の要請書
全国商工団体連合会
〒171-8575 東京都豊島区目白2-36-13
℡　03-3987-4391
Fax 03-3988-0820 
【要請趣旨】

東日本大震災の復興をはじめ、中小企業・中小業者、国民のため、日夜ご尽力をいただいていることに敬意を表します。
政府は東日本大震災の復興財源を賄うための臨時増税案を決定しました。

この案は、庶民へ増税の一方で法人税は実質２％減税という「特別の配慮」がなされたのが実態であり、財界言いなりの復興財源案といえます。
政府案は、復興に必要な財源のうち、9兆円超の所得税、個人住民税、たばこ税などの庶民増税と法人税の実効税率５％引き下げを凍結して行うとしました。しかし、法人税は、現行30％（国税）の法人税率を4･５％引き下げた上で、法人税に1割の付加税を課すとしており政府自身も「実質は（実効）税率が28％台に下がる」（安住財務大臣）ことを認めています。庶民には、すでに子ども手当の廃止、扶養控除の縮減など、社会保障の給付削減と増税の連続で「食えば払えず、払えば食えず」の状況が広がっています。にもかかわらず、社会保障の給付削減と消費税増税を明記した「社会保障と税の一体改革」にもとづき、際限のない消費税増税を国民に押し付ける大増税も計画されています。こうなれば更なる景気悪化は避けられず、困難から必死に立ち上がろうとする被災者に重税を強いることになり、中小業者・国民の生活と営業は破壊されることは明白です。
欧米では富裕者に対する増税の流れが広がっています。一方で日本の法人実効税率は、研究開発減税や連結納税制度などの租税特別措置により、実際の税率よりも低くなっています。にも関わらず、財界の要求通り５％減税を実施することは、世界の流れからも逆行しています。
政府は、国民の「分かち合い」を強調しています。「分かち合い」と言うのであれば、担税力のある大企業や大金持ちにこそ応分の負担を求めるべきです。

法人税の実効税率５％引き下げをやめれば、10年間で12兆円の財源が確保できることは財務省の試算からも明らかであり、復興財源は庶民への増税で行なわないことを要請します。
【要請項目】
１、庶民への増税負担を求める一方、大企業には減税する復興財源計画は行なわないこと。

２、社会保障財源、復興財源を口実にした消費税増税は行なわないこと。
３、必要な財源は、大企業・大資産家優遇税制の廃止・縮減によってまかなうこと。












